
 

社会福祉法人 初山別村社会福祉協議会の旅費並びに役員等の費用弁償支給規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人初山別村社会福祉協議会（以下「法人」という。）の

職員の旅費並びに法人の役員、評議員、各種委員会等の構成員（以下「役員等」

という。）に対する費用弁償支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（旅 費） 

第２条 職員が法人のため出張したときは、その旅行について旅費を支給する。 

２ 前項に規定により支給する旅費は、別表２に定めるもののほか、初山別村職員等の

旅費に関する条例（昭和４４年初山別村条例第２８号）の例による。 

 

（費用弁償） 

第３条 役員等が役員会、評議員会及び各種委員会等に出席したとき、又はその職務を

遂行するため旅行したときは、別表１に定める会議出席報酬支給基準により、費

用弁償を支給するものとする。 

２ 職員が業務のため出張したときは、日帰りで留萌支庁管内における日当は、支給し 

ない。 

３ 留萌支庁管内を除く陸路片道１４５キロメートル以内の道内旅行の日当の額は、定 

額の２分の１とし、１４５キロメートルを超える旅行にあっては定額とする。但し、役 

員の村内旅行並びに陸路片道１４５キロメートル以内の道内旅行における日当につい 

ては、定額を支給する。 

 

第４条 職員並びに役員等が、団体で研修等の目的で旅行するときは、前条の規定にか

かわらず、その都度会長が理事会に諮り定めて支給する。 

 

（委 任） 

第５条 この規程の旅行に関して必要な事項は、会長が定める。 

 

 

 

 

 



附 則 

１ この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

 ２ 社会福祉法人初山別村社会福祉協議会役員等の費用弁償支給規程（平成３年規程）

は廃止する。 

 ３ この規程は、平成１１年４月１日改正（別表２に定める会議出席報酬支給基準額） 

 ４ この規程は、平成１６年４月１日改正 

 ５ この規程は、平成１９年４月１日改正 

 ６ この規程の一部改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



別表１ 

会 議 出 席 報 酬 支 給 基 準 

摘要 

１ 国及び公立青年の家等の公用の施設に宿泊する場合の宿泊料は、実費相当額とする。 

２ 暖房料は、１１月１日から４月３０日まで宿泊を伴う旅行について適用する。 

３ 宿泊場所が主催者側よりあらかじめ指定され、基準宿泊料で付則が生じる場合は、宿泊料実費相当額とする。 

 

別表２ 

車賃、日当、宿泊料及び暖房料 

 

    旅行 区分 

職  区分 
交 通 費 日当相当額 宿 泊 額 暖房料 

理
事
・
監
事 

村 内 実費相当額 ２，３００円             

道 内 実費相当額 ２，３００円 １１，３００円 ６００円 

道 外 実費相当額 ３，３００円 １４，７００円 ６００円 

 

各
種
委
員 

評
議
員
そ
の
他 

村 内 実費相当額 ２，３００円             

道 内 実費相当額 ２，３００円 １１，３００円 ６００円 

道 外 実費相当額 ３，３００円 １４，７００円 ６００円 

      旅行 

 

      区分 

 

職    区分 

車 賃 

 

（１キロメー

トルにつき） 

 

日 当 

 

（１日につき） 

宿泊料 

 

（１夜につき） 

暖房料 

 

（１夜に 

つき） 

備  考 

一 

般 

職 

員 

村 内 

 

 

 

 

２０円 

 

 

 

 

 

８００円 

 

 

７，０００円 

 

 

 

 

 

６００円 

 

 

 

 

道内日当の適用で日

帰りの場合、留萌管

内を除き片道１４５

キロメートルまで

は、定額の２分の１

とし、１４５キロメ

ートルを超える旅行

にあっては定額とす

る。 

道 内 

 

２，３００円 

 

 

１１，３００円 

 

道 外 

 

３，０００円 

 

 

１４，７００円 

 


